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お電話での問い合わせが困難な方は、お名前、FAX番号を明記の上、下記まで
ご連絡ください。担当へおつなぎします。広報広聴課　　083-934-2643

暮
ら
し

■時間 各日 10時から
　　　　（2月 27日の予算決算委員会は本会議終了後）
　　　　※日程や時間は変更することがあります。

　　市議会事務局 市議会事務局 ☎ 083☎083-934-2855-934-2855

(1) 山口ケーブルビジョンでは、一般質問や質疑の模様を
放送しています。（10時～17時）

(2) インターネットでは、本会議開催日から
１週間程度で録画配信を予定しています。
閲覧にあたっては、山口市議会のウェブサ
イトからご覧ください。

期　日 内　容

場　所
山口市役所本庁舎
（山口総合支所）

６階

2月 16日（月） 本会議（初日）
市議会議場24日（火）～ 27日（金）本会議（一般質問・質疑）

27日（金） 予算決算委員会 会議室603
3月
3日（火）、4日（水）

教育民生委員会 第１委員会室
生活環境委員会 第２委員会室

5日（木）、6日（金） 総務委員会 第１委員会室
農林建設委員会 第２委員会室

10日（火） 予算決算委員会 会議室603
13日（金） 本会議（最終日） 市議会議場

テレビやインターネットでもご覧になれます

問問

市議会３月定例会日程 （予定）市議会３月定例会日程 （予定）

▼
本
庁
舎
・
山
口
（
〒
７
５
３
‐
８
６
５
０
亀
山
町
２
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
４
１
１
１
▼
阿
知
須
（
〒
７
５
４
‐
１
２
９
２
阿
知
須
２
７
４
３
）
☎
０
８
３
６
‐
６
５
‐
４
１
１
１

▼
小
郡
（
〒
７
５
４
‐
８
５
１
１
小
郡
下
郷
６
０
９
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
２
４
１
１　
　
▼
徳
地
（
〒
７
４
７
‐
０
２
９
２
徳
地
堀
１
５
６
１
‐
１
）
☎
０
８
３
５
‐
５
２
‐
１
１
１
１

▼
秋
穂
（
〒
７
５
４
‐
１
１
９
２
秋
穂
東
６
５
７
０
）
☎
０
８
３
‐
９
８
４
‐
２
１
２
１　
　
　
　
▼
阿
東
（
〒
７
５
９
‐
１
５
１
２
阿
東
徳
佐
中
３
４
１
７
‐
２
）
☎
０
８
３
‐
９
５
６
‐
０
１
１
１

本庁舎 ・
総合支所

市
税
・
保
険
料
の
納
付
に
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

市
税
・
保
険
料
の
納
付
に
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　
市
税
・
保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
で

手
続
き
も
簡
単
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
預
（
貯
）
金
口
座
か
ら
納
期
の

末
日
に
自
動
的
に
振
り
替
え
ら
れ
、
納
期

の
た
び
に
金
融
機
関
へ
出
向
く
必
要
が
な

く
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
申
込
方
法　

口
座
振
替
依
頼
書
に
記
入
、

押
印
の
上
、
預
（
貯
）
金
口
座
の
あ
る

取
扱
金
融
機
関
、
郵
便
局
ま
た
は
市
役

所
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
１
期・

全
期
の
申
し
込
み
は
納
期
の
２
カ
月
前

ま
で
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。）
口
座
振

替
依
頼
書
は
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
に

あ
り
ま
す
。
Ｗ
ｅ
ｂ
申
し
込
み
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
「
山
口
市

Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
（
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
参

照
）」
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

問問

収
納
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
９

山
口
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

山
口
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
書
か
な
い
確
定
申
告
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
で
ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ】

　
確
定
申
告
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
利
用
し
た
「
ス
マ
ホ
申
告
」
が
と
て
も

便
利
で
す
。
な
お
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

連
携
」
で
は
、
申
告
に
必
要
な
給
与
等
の

源
泉
徴
収
票
や
各
種
控
除
証
明
書
等
の

デ
ー
タ
を
一
括
取
得
し
、
確
定
申
告
書
の

該
当
項
目
へ
自
動
入
力
で
き
ま
す
。

※
ご
利
用
に
は
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
①

「
確
定
申
告
特
集
」、
②
「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
」

（
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
入
場
整
理
券
が

必
要
で
す
】

　
入
場
整
理
券
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か

ら
事
前
取
得
（
※
取
得
方
法
は
下

の
二
次
元
コ
ー
ド
参
照
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
来
場
の
際
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
発
行
時
に
設
定
し

た
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
数
字

４
桁
）、
署
名
用
電
子
証
明
書
（
英
数
字
6

文
字
以
上
16
文
字
以
下
）
の
パ
ス
ワ
ー
ド

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。（
※
有
効
期
限
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。）　

な
お
、
来
場
前
に
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

【
確
定
申
告
期
限
お
よ
び
納
期
限
】

・
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
贈

与
税
…
３
月
16
日
（
月
）

・
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
…
３
月
31

日
（
火
）

問問

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

‐
０
０
‐
５
９
０
１

軽
自
動
車
等
の

廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
等
の

廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎
年
４
月
１

※ Web 申し込みでは一部非対応

▲①

▲②

取扱金融機関

山口銀行、みずほ銀行、
北九州銀行、もみじ銀行、
西京銀行、萩山口信用金
庫、西中国信用金庫、信
用組合広島商銀、中国労
働金庫、山口県農業協同
組合、山口県漁業協同組
合（本店・吉佐支店）、ゆ
うちょ銀行、朝銀西信用
組合
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

※他の機関に確認が必要な時など、取り扱いできない場合がありますのでご了承ください。
※住民票の写しの申請は、本市に住所がある方に限ります。
※戸籍個人事項証明書及び戸籍の附票の写しの申請は、本市に本籍がある方に限ります。
※納税証明書、固定資産に関する証明書は、取り扱いを休止しています。

取扱業務
（証明書発行のみ）

住民票の写し／印鑑登録証明書／
戸籍関係証明書 等 所得・課税証明書

窓
口

山口市役所本庁舎 （山口総合支所）
総合窓口課

☎ 083-934-4146
小郡総合支所 総合サービス課 ☎ 083-973-8134 ☎ 083-973-8131

利用可能場所

①コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末（マルチコピー機）
②市役所（山口総合支所、小郡総合支所、阿知須総合支所）に設置された行政キオスク端末

取得できる証明書※1 手数料
（減免や返金はできません）

利用可能時間
（年末年始とシステム等の休止日を除く）

住民票の写し（本人・同一世帯員の現在の住民票のみ）

１通100円
（窓口…１通200円）

①6:30～ 23:00
② 8:30～ 17:15（開庁時間内）
※時間外窓口開設中は19:00まで

印鑑登録証明書（登録している本人分のみ）
所得・課税証明書（最新年度・本人分のみ）
戸籍の附票の写し※2（本人および同一戸籍の方の
現在戸籍の附票のみ） ①②9:00 ～ 17:00（祝日を除

く月～金曜）戸籍全部（個人）事項証明書※2（本人および同一
戸籍の方の現在戸籍のみ）

１通300円
（窓口…１通450円）

※1 取得できる条件などについて、詳細は市ウェブサイトでご確認ください。
※2 本市に本籍がある方が対象。市外在住の方は、戸籍証明書の取得に利用登録申請が必要です。

証明書はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付がお得！

時間外窓口開設中　　毎週木曜 17 時 15 分 ～ 19 時 （祝日 ・ 年末年始を除く）

住民票の写しおよび所得 ・ 課税証明書は、 窓口に出向くことなく取得できるマイナンバーカードを利用した
オンライン申請も可能です。 詳細は、 市ウェブサイトでご確認ください。

車種 問い合わせ ・ 手続き場所

原動機付自転車

（125cc以下）
小型特殊自動車

（農耕作業用・その他）

市民税課、各総合支所総合サービス課、
各地域交流センター（次は除く。大殿、
白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、
阿東）および分館、大海総合センター 
【代表】市民税課 ☎083-934-2734　

軽自動車（二輪 125cc
超～ 250cc以下）
二輪の小型自動車

（250cc超）

中国運輸局山口運輸支局（宝町
1-8）☎ 050-5540-2073

軽自動車

（三輪・四輪）
軽自動車検査協会山口事務所（葵
一丁目5-57）☎ 050-3816-3085

日
現
在
、
軽
自
動
車
等
を
所
有
し
て
い
る
方

に
、
年
税
額
で
課
税
し
ま
す
。
す
で
に
車
両

を
手
放
さ
れ
て
い
る
方
は
、
４
月
１
日
ま
で

に
所
定
の
手
続
き
を
完
了
し
て
く
だ
さ
い
。

４
月
２
日
以
降
に
手
続
き
を
行
わ
れ
て
も
、

そ
の
年
度
の
税
金
を
全
額
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
手
続
き
方
法
等

は
車
種
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

問問

市
民
税
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
４

中
国
税
理
士
会
無
料
税
務
相
談
会

中
国
税
理
士
会
無
料
税
務
相
談
会

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
税
に
関
す
る
相

談
を
無
料
で
受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、

確
定
申
告
書
の
提
出
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
日
時　

２
月
20
日
（
金
）
10
時
〜
16
時

▼
場
所

小
郡
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
２
階
大

ホ
ー
ル
２

問問

中
国
税
理
士
会
山
口
支
部
☎
０
８
３
‐

９
２
２
‐
０
３
１
４

消
防
団
招
集
サ
イ
レ
ン
の
廃
止

と
災
害
情
報
案
内

消
防
団
招
集
サ
イ
レ
ン
の
廃
止

と
災
害
情
報
案
内

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
活
用
し
た
連
絡

体
制
が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、
消
防
団
招
集

の
た
め
の
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
は
令
和
７
年
10

月
31
日
を
も
っ
て
正
式
に
廃
止
し
ま
し

た
。
火
災
の
発
生
状
況
の
確
認
方
法
は
左

記
の
通
り
で
す
。

▼
災
害
情
報　

①
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
②

テ
レ
ガ
イ
ド
☎
０
５
０
‐
１
８
０
８
‐

１
１
１
２
、
③
市
防
災
メ
ー
ル
、
④
市

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

※
③
、
④
は
、
建
物
火
災
ま
た
は
林
野
火

災
の
場
合
に
限
り
ま
す
。

※
①
、
③
、
④
に
つ
い
て
は
、
左
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
確
認
・
登
録
が
で
き
ま
す
。

問問

通
信
指
令
課
☎
０
８
３
‐
９
３
２
‐

２
６
０
３

春
の
火
災
予
防
運
動
に
伴
う

防
火
行
事

春
の
火
災
予
防
運
動
に
伴
う

防
火
行
事

　

３
月
１
日
（
日
）
〜
７
日
（
土
）
に
、

春
の
火
災
予
防
運
動
が
全
国
一
斉
に
行
わ

れ
ま
す
。
空
気
が
乾
燥
し
火
災
が
発
生
し

▲①

▲③

▲④
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や
す
い
時
季
の
た
め
、
各
ご
家
庭
で
火
災

の
危
険
が
あ
る
場
所
を
確
認
し
、
火
災
予

防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　

２
月
28
日
（
土
）　

13
時
30
分
〜

15
時

▼
場
所　

中
心
商
店
街（
中
市
町
井
筒
屋
前
）

▼
内
容　

火
災
予
防
作
品
表
彰
伝
達
式
、

消
防
音
楽
隊
の
演
奏
、
幼
年
消
防
ク
ラ

ブ
員
ス
テ
ー
ジ
、
防
火
パ
レ
ー
ド
な
ど

問問

予
防
課
☎
０
８
３
‐
９
３
２
‐

２
６
０
５　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で

「
〇
〇
ペ
イ
で

返
金
す
る
」
と
言
わ
れ
た
ら
】

　
代
金
を
先
払
い
し
た
が
、「
欠
品
し
て
い

る
の
で
〇
〇
ペ
イ
で
返
金
す
る
」と
言
わ
れ
、

指
示
さ
れ
た
と
お
り
に
手
続
き
を
す
る
と
、

反
対
に
送
金
さ
せ
ら
れ
た
と
い
っ
た
詐
欺
が

多
発
し
て
い
ま
す
。「
〇
〇
ペ
イ
で
返
金
す

る
」
と
言
わ
れ
た
ら
詐
欺
を
疑
い
、
す
ぐ
に

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問問

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
７
１
７
１

グ
ル
ー
プ
タ
ク
シ
ー
の
利
用
券

を
交
付
し
て
い
ま
す

グ
ル
ー
プ
タ
ク
シ
ー
の
利
用
券

を
交
付
し
て
い
ま
す

　
タ
ク
シ
ー
を
共
同
利
用
す
る
仕
組
み
づ
く

り
に
向
け
て
、
駅
や
バ
ス
停
な
ど
か
ら
遠
い

地
域
に
お
住
ま
い
の
高
齢
者
を
対
象
に
、
タ

ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
（
令
和

７
年
４
月
１
日
に
年
齢
要
件
お
よ
び
距
離
要

件
を
緩
和
し
ま
し
た
）。
交
付
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

(全
て
に
該
当
す
る
こ
と
)

65
歳
以
上
で
自
宅
か
ら
一
番
近
い
駅

や
バ
ス
停
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー

停
留
所
等
ま
で
1.0
㎞
（
70
歳
以
上
は

５
０
０
ｍ
）
以
上
距
離
が
あ
る
方
（
た

だ
し
、
高
台
等
に
お
住
ま
い
の
方
や
、

横
断
歩
道
や
地
下
道
な
ど
の
道
路
事
情

に
よ
り
最
寄
り
の
駅
や
バ
ス
停
ま
で
迂

回
す
る
必
要
が
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
）
／
山
口
市
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

▼
交
付
枚
数　

年
間
60
枚

▼
助
成
額
（
１
枚
あ
た
り
）
自
宅
か
ら
一

番
近
い
駅
や
バ
ス
停
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

タ
ク
シ
ー
停
留
所
等
ま
で
の
距
離
に
よ

り
次
の
金
額
に
な
り
ま
す
。

①
1.0
㎞
（
70
歳
以
上
は
５
０
０
ｍ
）
以
上

1.5
㎞
未
満
…
３
０
０
円

②
1.5
㎞
以
上
4.0
㎞
未
満
…
５
０
０
円

③
4.0
㎞
以
上
…
７
０
０
円

※
1
乗
車
に
つ
き
、
1
人
1
枚
利
用
可
能

問問
申申

交
通
政
策
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
２
９

太
さ
５
㎝
を
超
え
る
木
は

市
で
処
分
で
き
ま
せ
ん

太
さ
５
㎝
を
超
え
る
木
は

市
で
処
分
で
き
ま
せ
ん

　
太
さ
（
厚
さ
）
が
５
㎝
を
超
え
る
木
材・

木
製
品
・
枝
木
等
（
家
具
な
ど
で
、
天
板

や
足
な
ど
の
一
部
分
が
５
㎝
を
超
え
て
い

る
も
の
も
同
様
）
は
、
市
で
処
分
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

×
ご
み
袋
に
入
れ
て
ご
み
集
積
所
に
出
し

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

×
粗
大
ご
み
の
戸
別
収
集
を
申
し
込
む
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

×
市
の
処
理
施
設
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

【
木
の
処
分
方
法
】

①
太
さ
５
㎝
以
下
に
切
断
し
て
か
ら
、
燃

や
せ
る
ご
み
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
太
さ
５
㎝
以
下
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
木
く
ず
の
処
分
業
者
に
有

料
で
処
分
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
処
分
業
者
に
つ
い
て
は
、
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
、
ま
た
は
令
和
８
年

度
版
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー

の
20
ペ
ー
ジ
（
令
和
７
年
度

版
は
26
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

▼
募
集
団
地

【
市
営
住
宅
】

　

山
口
…
鯖
山
・
下
田
・
折
本
・
東
山
・

錦
町
・
矢
原
・
三
和
町
第
５
、
南
部
…

募
集

障がいを知り　 共に生きる

障がいを知り

「手話」は大切な「ことば」です。今回も、簡単で
すぐに使える一言を紹介します。今回は「節分」、「ひ
な祭り」を紹介します。
※過去の記事も含め、詳細は右上の二次元コード参照。
問問

ワンポイントワンポイント

手 話 31その

②

▶

①節分①

障がい福祉課 ☎083-934-2794　　083-934-4142

　左手は升を持った
手の形です。
　右手で豆を握り、
まく動作を行いま
す。

②ひな祭り
　両手で数字の「三」
を作り、上下に並べ
ます。（３月３日を
表します。）


